
 

    

   柏市公的介護施設等整備等補助金交付要綱  

 

                制定  平成１９年  ３月２７日  

                施行  平成１９年  ３月２７日  

 

 （目的等）  

第１条  この要綱は，公的介護施設等の整備等を行う事業者に対し，   

柏市公的介護施設等整備等補助金（以下「補助金」という。）を

交付することにより，公的介護施設等の適切な整備等を図り，も

って高齢者福祉の向上に資することを目的とする。  

２  補助金の交付に関しては，地域介護・福祉空間整備等施設整備  

交付金実施要綱（平成１８年５月２９日付け老発第０５２９００

１号。以下「国実施要綱」という。），地域介護・福祉空間整備

等施設整備交付金交付要綱（平成２４年７月１７日付け厚生労働

省 発 老 ０ ７ １ ７ 第 ２ 号 。 以 下 「 国 交 付 要 綱 」 と い う 。 ） ,千 葉 県

介護施設等整備事業交付金実施要綱（平成２７年７月２２日制定。

以下「県実施要綱」という。）及び千葉県介護施設等整備事業交

付金交付要綱（平成２７年７月３１日制定。以下「県交付要綱」

という。）並びに柏市補助金等交付規則（昭和６０年柏市規則第

２９号。以下「規則」という。）その他法令等に定めるもののほ

か，この要綱の定めるところによる。  

 （定義）  

第２条  この要綱において，次の各号に掲げる用語の意義は，それ

ぞれ当該各号に定めるところによる。  

 (1) 公的介護施設等  国実施要綱及び県実施要綱により交付金の

対象とされている施設をいう。  

 (2) 整備計画  国実施要綱及び県実施要綱の規定により作成した

公的介護施設等の整備計画及び整備事業計画書をいう。  

 (3) 公的介護施設等の整備等  別表の第１欄に掲げる施設等の整

備又は事業の実施であって，整備計画に基づくものをいう。  

 (4) 特別養護老人ホーム  介護保険法（平成９年法律第１２３号。

以 下 「 法 」 と い う 。 ） 第 ８ 条 第 ２ ７ 項 に 規 定 す る 介 護 老 人 福



 

祉施設をいう。  

 (5) 地域密着型特別養護老人ホーム  法第８条第２２項に規定す

る地域密着型介護老人福祉施設をいう。  

 (6) ユニット  特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準

（ 平 成 １ １ 年 厚 生 省 令 第 ４ ６ 号 。 以 下 「 特 養 ホ ー ム 設 備 等 基

準 」 と い う 。 ） 第 ３ ２ 条 に 規 定 す る ユ ニ ッ ト 又 は 指 定 地 域 密

着 型 サ ー ビ ス の 事 業 の 人 員 ， 設 備 及 び 運 営 に 関 す る 基 準 （ 平

成 １ ８ 年 厚 生 労 働 省 令 第 ３ ４ 号 ） 第 ９ ３ 条 第 １ 項 若 し く は 指

定 地 域 密 着 型 介 護 予 防 サ ー ビ ス の 事 業 の 人 員 ， 設 備 及 び 運 営

並 び に 指 定 地 域 密 着 型 介 護 予 防 サ ー ビ ス に 係 る 介 護 予 防 の た

め の 効 果 的 な 支 援 の 方 法 に 関 す る 基 準 （ 平 成 １ ８ 年 厚 生 労 働

省 令 第 ３ ６ 号 ） 第 ７ ３ 条 第 １ 項 に 規 定 す る 共 同 生 活 住 居 を い

う。  

 (7) 認知症高齢者グループホーム  法第８条第２０項に規定する

認知症対応型共同生活介護の事業を行う住居をいう。  

 (8) 小規模多機能型居宅介護事業所  法第８条第１９項に規定す

る小規模多機能型居宅介護の事業を行う事業所をいう。  

 (9) 介護予防拠点  要介護状態等（法第２条第１項に規定する要

介 護 状 態 等 を い う 。 以 下 同 じ 。 ） と な る こ と の 予 防 又 は 要 介

護 状 態 等 の 軽 減 若 し く は 悪 化 の 防 止 の た め 必 要 な 事 業 を 行 う

拠点をいう。  

 (10) 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所  法第８条第１

５ 項 に 規 定 す る 定 期 巡 回 ・ 随 時 対 応 型 訪 問 介 護 看 護 （ 以 下

「 定 期 巡 回 ・ 随 時 対 応 型 訪 問 介 護 看 護 」 と い う 。 ） の 事 業 を

行 う 事 業 所 （ 同 項 第 ２ 号 に 規 定 す る 訪 問 看 護 を 行 う 事 業 所 を

除く。）をいう。  

 (11) 看護小規模多機能型居宅介護事業所  法第８条第２３項に

規定する複合型サービスの事業を行う事業所をいう。  

 (12) スプリンクラー設備の整備  消防法（昭和２３年法律第１

８６号）の規定に基づくスプリンクラー設備の整備をいう。  

 (13)  有 料 老 人 ホ ー ム  老 人 福 祉 法 （ 昭 和 ３ ８ 年 法 律 第 １ ３ ３

号）第２９条第１項に規定する有料老人ホームをいう。  

 (14) 宿泊サービスを行う通所介護事業所  法第８条第７項に規



 

定 す る 通 所 介 護 ， 同 条 第 １ ７ 項 に 規 定 す る 地 域 密 着 型 通 所 介

護 ， 同 条 第 １ ８ 項 に 規 定 す る 認 知 症 対 応 型 通 所 介 護 又 は 法 第

８ 条 の ２ 第 １ ３ 項 に 規 定 す る 介 護 予 防 認 知 症 対 応 型 通 所 介 護

の 指 定 を 受 け た 事 業 者 の う ち ， 当 該 指 定 を 受 け た 事 業 所 （ 以

下 「 指 定 通 所 介 護 事 業 所 等 」 と い う 。 ） の 営 業 時 間 外 に ， そ

の 設 備 を 利 用 し ， 当 該 指 定 通 所 介 護 事 業 所 等 の 利 用 者 に 対 し ，

排 せ つ ， 食 事 等 の 必 要 な 介 護 な ど の 日 常 生 活 上 の 世 話 に つ い

て ， 夜 間 及 び 深 夜 に 指 定 通 所 介 護 以 外 の サ ー ビ ス と し て 提 供

を行う指定通所介護事業所等をいう。  

 (15) 個室  特養ホーム設備等基準第１１条第３項第１号に規定

する居室のうち，その定員が１人のものをいう。  

 (16) 多床室  特養ホーム設備等基準第１１条第３項第１号に規

定する居室のうち，その定員が２人以上のものをいう。  

 (17) 特別養護老人ホームのユニット化  個室又は多床室で構成

さ れ た 既 存 の 特 別 養 護 老 人 ホ ー ム を ， 特 養 ホ ー ム 設 備 等 基 準

第 ３ ２ 条 に 規 定 す る ユ ニ ッ ト 型 特 別 養 護 老 人 ホ ー ム に す る こ

とをいう。  

 (18) 特別養護老人ホーム（多床室）のプライバシー保護  多床

室 で 構 成 さ れ た 既 存 の 特 別 養 護 老 人 ホ ー ム を ， 厚 生 労 働 大 臣

が 定 め る 施 設 基 準 （ 平 成 ２ ７ 年 厚 生 労 働 省 告 示 第 ９ ６ 号 ） 第

４３号ロで規定する整備をすることをいう。  

 (19) 介護予防・生活支援拠点  法第１１５条の４５第１項に規

定 す る 介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 総 合 事 業 の 実 施 の た め に ， 高

齢 者 の 介 護 予 防 教 室 な ど の 多 様 な 集 い の 場 や ， 見 守 り や 安 否

確認などの生活支援の活動を行う拠点をいう。  

 (20) 防災改修等支援事業  利用者等の安全性確保等の観点から

老朽化に伴う大規模な修繕等を実施する事業をいう。  

 (21) 防犯対策強化等事業  公的介護施設等の防犯対策 及び安全

対策を強化するために必要な事業をいう。  

 (22) 介護老人保健施設  法第８条第２８項に規定する介護老人

保健施設をいう。  

 (23) 養護老人ホーム  老人福祉法第２０条の４に規定する養護

老人ホームをいう。  



 

 (24) 軽費老人ホーム  老人福祉法第２０条の６に規定する軽費

老人ホームをいう。  

 (25) 老人短期入所施設  法第８条第９項に規定する短期入所生

活介護をいう。  

 （対象）  

第３条  補助金の交付を受けることができる者は，公的介護施設等

の整備等を行う事業者（以下「補助事業者」という。）とする。

なお，別表の地域密着型特別養護老人ホームの整備の項から看護

小規模多機能型居宅介護事業所の整備の項までに記載の 施設等を

運営する法人に有償で貸し付ける目的で整備する土地所有者も対

象とする。この場合，当該法人が事業実施に当たって適当な法人

であることの確認を行った上で，選定されていることを前提とし，

経営が安定的・継続的に行われるよう，当該法人が次の各号に 掲

げる要件を満たしていることを条件とする。  

 (1) 貸与を受ける建物について，施設を経営する事業の存続に必

要 な 期 間 の 地 上 権 又 は 賃 借 権 を 設 定 し ， か つ ， こ れ を 登 記 す

ること。  

 (2) 賃借料は，地域の水準に照らして適正な額以下であるととも

に ， 安 定 的 に 賃 借 料 を 支 払 い 得 る 財 源 が 確 保 さ れ て い る こ と 。  

 (3) 賃借料及びその財源が収支予算書に適正に計上されており，

当 該 賃 借 料 を 長 期 間 に わ た っ て 安 定 的 に 支 払 い 可 能 で あ る と

認められること。  

２  補助金交付の対象とする事業（以下「補助事業」という。）は

公的介護施設等の整備等とし，補助金交付の対象とする経費（以

下「対象経費」という。）は別表の第１欄に掲げる補助事業ごと

とにそれぞれ同表の第３欄に掲げるとおりとする。  

 （補助金の基準額）  

第４条  補助金の基準額は，別表の第１欄に定める補助事業の対象

施設ごとに，第３欄に定める対象経費の実支出額と総事業費から

寄付金その他の収入額（社会福祉法人等の営利を目的としない法

人の場合は，寄付金収入額を除く。）を控除した額とを比較して

少ない方の額を選定し，選定された額と第２欄に定める交付基準

単価とを比較して少ない方の額とする。なお，国交付要綱に基 づ



 

く補助事業の場合にあっては，１，０００円未満の端数があると

きは，その端数金額を切り捨てるものとする。  

 （補助金の額）  

第５条  補助金の額は，前条の規定により算出した基準額の１０分

の１０の額，かつ，国交付要綱又は県交付要綱に基づき市に交付

される交付金の額の範囲内とする。なお，別表の第１欄の補助事

業のうち，防犯対策強化等事業の補助金の額については， 前条の

規定により算出した基準額に２分の１を乗じて得た額と同基準額

に４分の１を乗じて得た額を合算した額とする。 この場合におい

て，乗じて得た額に１，０００円未満の端数があるときは，その

端数金額を切り捨てるものとする。  

 （申請書添付書類）  

第６条  規則第２条第３項に規定する市長が別に定める書類は，次

に掲げるものとする。  

 (1) 工程表  

 (2) 建築確認通知書の写し及び設計図書  

 (3) 登記事項証明書  

 (4) 借地の場合にあっては，借地契約書の写し  

 (5) 定款，規約，役員履歴及び収支予算書  

 (6) 前年度事業の実績を記した書類 (事業報告書，収支決算書等 ) 

 (7) その他市長が特に必要と認める書類  

２  市長は，前項の添付書類の全部又は一部を省略することがある 。  

 （標準処理期間）  

第７条  申請書の提出から補助金の交付の可否の決定までに要する

標準的な期間は，３０日とする。  

 （交付の条件）  

第８条  規則第４条第１項第６号に規定するその他市長が必要と認

める事項は，次に掲げるものとする。  

 (1) 補助事業に要する経費について，それぞれの事業間の経費の

配分の変更は承認しないものとすること。  

 (2) 補助事業者が補助事業を行うために締結する契約については，

一 般 競 争 入 札 に 付 す る な ど ， 市 が 行 う 契 約 手 続 の 取 扱 い に 準

拠すること。  



 

 (3) 補助事業者が補助事業を行うために建 設工事の完成を目的と

し て 締 結 す る い か な る 契 約 に お い て も ， 契 約 の 相 手 方 が 当 該

工 事 を 一 括 し て 第 三 者 に 請 け 負 わ せ る こ と を 承 諾 し て は な ら

ないこと。  

 (4) 国交付要綱に基づく補助事業の場合にあっては，この補助金

に 係 る 補 助 金 の 交 付 と 対 象 経 費 を 重 複 し て ， お 年 玉 付 き 郵 便

書等寄付金配分金の交付を受けてはならないこと。   

 (5) 補助事業者が補助事業を行うために締結する契約の相手方及

び そ の 関 係 者 か ら ， 寄 付 金 等 の 資 金 提 供 を 受 け て は な ら な い

こ と 。 た だ し ， 共 同 募 金 会 に 対 し て な さ れ た 指 定 寄 付 金 を 除

く。  

２  規則第４条第２項に規定する補助事業等の完了後においても従

う事項は，次に掲げるものとする。  

 (1) 補助事業により取得し，又は効用の増加した財産については，

事 業 の 完 了 後 に お い て も ， 善 良 な 管 理 者 の 注 意 を も っ て 管 理

するとともに，その効率的な運用を図ること。  

 (2) 補助事業完了後に消費税及び地方消費税の申告によりこの補   

助 金 に か か る 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 に 係 る 仕 入 控 除 税 額 が 確

定した場合は速やかに市長に報告すること。  

   な お ， 補 助 事 業 者 が 全 国 的 に 事 業 を 展 開 す る 組 織 の 一 支 部

（ 又 は 一 支 社 ， 一 支 所 等 ） で あ っ て ， 自 ら 消 費 税 及 び 地 方 消

費 税 の 申 告 を 行 わ ず ， 本 部 （ 又 は 本 社 ， 本 所 等 ） で 消 費 税 及

び 地 方 消 費 税 の 申 告 を 行 っ て い る 場 合 は ， 本 部 の 課 税 売 上 割

合等の申告内容に基づき報告を行うこと。  

   また，市長に報告があった場合は，当該消費税及び地方消費

税 に 係 る 仕 入 控 除 税 額 の 全 部 又 は 一 部 を 市 に 納 付 さ せ る こ と

があること。  

 (3) 補助事業者は，補助事業に係る収入及び支出を明らかにした

帳 簿 を 備 え ， 当 該 収 入 及 び 支 出 に つ い て 証 拠 書 類 を 整 理 し ，

当 該 帳 簿 及 び 証 拠 書 類 を ， 国 交 付 要 綱 に 基 づ く 補 助 事 業 の 場

合 に あ っ て は 交 付 金 の 額 の 確 定 の 日 （ 補 助 事 業 の 中 止 又 は 廃

止 の 承 認 を 受 け た 場 合 に は ， そ の 承 認 を 受 け た 日 ） の 属 す る

年 度 の 終 了 後 ５ 年 間 ， ま た 県 交 付 要 綱 に 基 づ く 補 助 事 業 の 場



 

合 に あ っ て は 補 助 事 業 完 了 の 日 （ 補 助 事 業 の 中 止 又 は 廃 止 の

承 認 を 受 け た 場 合 に は ， そ の 承 認 を 受 け た 日 ） の 属 す る 年 度

の終了後５年間保管すること。  

   ただし，補助事業により取得し，又は効用の増加した単価３

０ 万 円 以 上 の 財 産 が あ る 場 合 は ， 前 記 の 期 間 を 経 過 後 ， 当 該

財 産 の 財 産 処 分 が 完 了 す る 日 ， 又 は 国 交 付 要 綱 に 基 づ く 補 助

事 業 の 場 合 に あ っ て は 補 助 金 等 に 係 る 予 算 の 執 行 の 適 正 化 に

関 す る 法 律 施 行 令 （ 昭 和 ３ ０ 年 政 令 第 ２ ５ ５ 号 。 以 下 「 適 化

法 施 行 令 」 と い う 。 ） 第 １ ４ 条 第 １ 項 第 ２ 号 の 規 定 に よ り 厚

生 労 働 大 臣 が 別 に 定 め る 期 間 を 経 過 す る 日 の ， ま た 県 交 付 要

綱 に 基 づ く 補 助 事 業 の 場 合 に あ っ て は 減 価 償 却 資 産 の 耐 用 年

数 等 に 関 す る 省 令 （ 昭 和 ４ ０ 年 大 蔵 省 令 第 １ ５ 号 。 以 下 「 耐

用 年 数 省 令 」 と い う 。 ） で 定 め て い る 耐 用 年 数 を 経 過 す る 日

のいずれか遅い日まで保管すること。   

 （実績報告書添付書類）  

第９条  規則第１２条に規定する市長が別に定める書類は，次に掲

げるものとする。  

 (1) 施設等整備等補助金精算額内訳書  

 (2) 工事請負契約書又はそれに代わるもの  

 (3) 工事費仕様書，支出済工事費費目別内訳書，工事事務費費目

別内訳書等の写し  

 (4) 建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）の規定による検査

済証の写し又はそれに代わるもの  

 (5) 対象事業に係る設計図，平面図等の写し  

 (6) 対象事業に係る施設等のしゅん工写真  

 (7) その他市長が特に必要と認める書類  

２  市長は，前項の添付書類の全部又は一部を省略することがある。  

 （実績報告書提出期限）  

第１０条  実績報告書の提出期限は，対象事業を完了した日から起

算して３０日を経過した日又は対象事業の完了した日の属する年

度の３月３１日のいずれか早い日とする。  

 （概算払）  

第１１条  市長は，必要があると認めるときは，補助金を概算払に



 

より交付することがある。  

 （処分の制限）  

第１２条  補助事業により取得し，又は効用の増加した不動産及び

その従物並びに補助事業により取得し，又は効用の増加した単価

３０万円以上の機械，器具及びその他の財産については，規則第

１７条に規定する市長の承認を受けないで，当該補助金の交付の

目的に反して使用し，譲渡し，交換し，貸し付け，担保に供し，

取壊し，又は廃棄してはならない財産とする。ただし，国交付要

綱に基づく補助事業の場合にあっては適化法施行令第１４条第１

項第２号の規定により厚生労働大臣が別に定める期間を経過した

とき，また県交付要綱に基づく補助事業の場合にあっては耐用年

数省令で定める耐用年数を経過したときは，この限りでない。  

２  前項の規定により，市長の承認を受けて財産を処分することに

より収入があった場合には，その収入の全部又は一部を市に納付

させることがある。  

 （補則）  

第１３条  この要綱に定めるもののほか必要な事項は，市長が別に

定める。  

 

   附  則  

 この要綱は，平成１９年３月２７日から施行し，平成１８年４月

１日から適用する。  

   附  則  

 この要綱は，平成２１年２月１３日から施行し，改正後の柏市公

的介護施設等整備等補助金交付要綱の規定は，平成２０年４月１日

から適用する。  

   附  則  

 この要綱は，平成２１年１０月２８日から施行する。  

   附  則  

 この要綱は，平成２１年１２月１０日から施行する。  

   附  則  

 この要綱は，平成２２年９月８日から施行する。  

   附  則  



 

 この要綱は，平成２３年３月１８日から施行し，改正後の柏市公

的介護施設等整備等補助金交付要綱の規定は，平成２２年４月１日

から適用する。  

   附  則  

 この要綱は，平成２３年４月１日から施行する。  

   附  則  

 この要綱は，平成２３年１１月４日から施行する。  

   附  則  

 この要綱は，平成２４年７月１３日から施行し，改正後の柏市公

的介護施設等整備等補助金交付要綱の規定は，同月１日から適用す

る。  

   附  則  

 この要綱は，平成２５年８月２０日から施行する。  

   附  則  

 この要綱は，平成２６年６月２日から施行す る。  

   附  則  

 この要綱は，平成２６年９月５日から施行する。  

   附  則  

 この要綱は，平成２７年１０月６日から施行する。  

   附  則  

 この要綱は，平成２８年４月１４日から施行する。  

   附  則  

 この要綱は，平成２９年１月１８日から施行する。  

   附  則  

 この要綱は，平成３０年１１月１５日から施行する。  

   附  則  

 この要綱は，令和元年１１月２６日から施行する。  

 



 

別表（第２条第２号，第３条第２項，第４条第２項）  

１  補 助 事 業  ２  交 付 基 準

単 価  

３  対 象 経 費  

地 域 密 着 型 特 別 養 護 老 人 ホ ー ム の 整 備  450 万 円 ×  

整 備 床 数  

 整 備 計 画 に

基 づ く 事 業

（ 施 設 の 整 備

と 一 体 的 に 整

備 さ れ る も の

で あ っ て ， 市

長 が 必 要 と 認

め た 整 備 を 含

む 。 ） に 必 要

な 工 事 費 又 は

工 事 請 負 費 及

び 工 事 事 務 費

（ 工 事 施 工 の

た め 直 接 必 要

な 事 務 に 要 す

る 費 用 で あ っ

て ， 旅 費 ， 消

耗 品 費 ， 通 信

運 搬 費 ， 印 刷

製 本 費 ， 設 計

監 督 料 等 を い

い ， そ の 額

は ， 工 事 費 又

は 工 事 請 負 費

の ２ ． ６ パ ー

セ ン ト に 相 当

す る 額 を 限 度

と す る 。 ） 。   

 但 し ， 別 の

負 担 金 ， 補 助

金 等 に お い て

別 途 負 担 ， 補

助 等 の 対 象 と

さ れ る 費 用 を

除 き ， 工 事 費

又 は 工 事 請 負  

認 知 症 高 齢 者 グ ル ー プ ホ ー ム の 整 備  ※ 3,360 万 円  

／ 1 施 設  

 ユ ニ ッ ト の 増 設  ※ 3,360 万 円  

× 増 ユ ニ ッ ト

数 （ １ ユ ニ ッ

ト を 限 度 と す

る ）  

ユ ニ ッ ト 増 設 を 伴 わ な い 居 室 の 増 床  ※ 3,360 万 円  

÷9×増 床 数  

小 規 模 多 機 能 型 居 宅 介 護 事 業 所 の 整 備  ※ 3,360 万 円  

／ 1 施 設  

 宿 泊 定 員 の 増 員 を 伴 う 施 設 の 増 築  ※ 1,680 万 円  

÷9×増 床 数  

介 護 予 防 拠 点 の 整 備 （ 地 域 医 療 介 護 総 合 確

保 基 金 管 理 運 営 要 領 で 整 備 助 成 対 象 と す る

も の に 限 る 。 ）  

891 万 円  

／ 1 施 設  

定 期 巡 回 ・ 随 時 対 応 型 訪 問 介 護 看 護 事 業 所

の 整 備  

594 万 円  

／ 1 施 設  

看 護 小 規 模 多 機 能 型 居 宅 介 護 事 業 所 の 整 備  ※ 3,360 万 円  

／ 1 施 設  

 宿 泊 定 員 の 増 員 を 伴 う 施 設 の 増 築  ※ 1,680 万 円  

÷9×増 床 数  

    



 

平 成 27 年 3 月 31 日 以 前 か ら 存 す る 下 記 の 施 設 に お け る ス

プ リ ン ク ラ ー 設 備 等 の 整 備  

・ 小 規 模 多 機 能 型 居 宅 介 護 事 業 所  

・ 有 料 老 人 ホ ー ム  

・ 宿 泊 サ ー ビ ス を 行 う 通 所 介 護 事 業 所 （ 平 成 27 年 3 月 31

日 以 前 か ら 宿 泊 事 業 を 実 施 し て い る 場 合 に 限 る ）  

費 に は ， こ れ

と 同 等 と 認 め

ら れ る 委 託 費

及 び 分 担 金 並

び に 適 当 と 認

め ら れ る 購 入

費 等 を 含 む 。  

 な お ， 認 知

症 高 齢 者 グ ル

ー プ ホ ー ム の

ユ ニ ッ ト の 増

設 及 び ユ ニ ッ

ト の 増 設 を 伴

わ な い 居 室 の

増 床 並 び に 小

規 模 多 機 能 型

居 宅 介 護 事 業

所 及 び 看 護 小

規 模 多 機 能 型

居 宅 介 護 事 業

所 の 宿 泊 定 員

の 増 員 を 伴 う

施 設 の 増 築 に

つ い て は 初 回

限 り と す る 。  

 1,000 ㎡ 未 満 の 上 記 施

設 に ス プ リ ン ク ラ ー を

設 置 す る 場 合  

対 象 施 設 ご と 1 ㎡ 当 た り  

9,710 円 の 範 囲 内 で 厚 生 労 働

大 臣 が 認 め た 額  

1,000 ㎡ 未 満 の 上 記 施

設 に ス プ リ ン ク ラ ー を

設 置 す る 場 合 で あ っ

て ， 消 火 ポ ン プ ユ ニ ッ

ト 等 を 設 置 す る 場 合  

対 象 施 設 ご と １ ㎡ 当 た り  

9,710 円 の 範 囲 内 で 厚 生 労 働

大 臣 が 認 め た 額 と 244 万 円

の 範 囲 内 で 厚 生 労 働 大 臣 が

認 め た 額 と の 合 計 額  

300 ㎡ 未 満 の 小 規 模 多

機 能 型 居 宅 介 護 事 業 所

及 び 宿 泊 サ ー ビ ス を 行

う 通 所 介 護 事 業 所 に 自

動 火 災 報 知 設 備 を 整 備

す る 場 合  

108 万 円 の 範 囲 内 で 厚 生 労 働

大 臣 が 認 め た 額 ／ 1 施 設  

500 ㎡ 未 満 の 小 規 模 多

機 能 型 居 宅 介 護 事 業 所

及 び 宿 泊 サ ー ビ ス を 行

う 通 所 介 護 事 業 所 に 消

防 機 関 へ 通 報 す る 火 災

報 知 設 備 を 整 備 す る 場

合  

32.5 万 円 の 範 囲 内 で 厚 生 労

働 大 臣 が 認 め た 額 ／ 1 施 設  

既 存 の 下 記 の 施 設 に お け る

防 災 改 修 等 支 援 事 業  

  

 ・ 地 域 密 着 型 特 別 養 護

老 人 ホ ー ム   

・ 小 規 模 ケ ア ハ ウ ス   

・ 小 規 模 介 護 老 人 保 健

施 設   

1,540 万 円 の 範 囲 内 で 厚 生 労

働 大 臣 が 認 め た 額 ／ 1 施 設  

 

 ・ 小 規 模 養 護 老 人 ホ ー

ム   

・ 認 知 症 高 齢 者 グ ル ー

プ ホ ー ム   

・ 小 規 模 多 機 能 型 居 宅

介 護 事 業 所   

・ そ の 他 地 域 医 療 介 護

総 合 確 保 基 金 管 理 運 営  

773 万 円 の 範 囲 内 で 厚 生 労 働

大 臣 が 認 め た 額 ／ 1 施 設  

 

    



 

 要 領 の 別 記 1-1 介 護 施

設 等 の 整 備 に 関 す る 事

業 の 2 対 象 事 業 （ 1） 地

域 密 着 型 サ ー ビ ス 等 整

備 助 成 事 業 の 対 象 施 設

で あ っ て ， 市 長 が 必 要

と 認 め た 施 設   

  

既 存 の 下 記 の 施 設 に お け る

非 常 用 自 家 発 電 設 備 整 備 事

業  

  

 ・ 特 別 養 護 老 人 ホ ー ム  

・ 軽 費 老 人 ホ ー ム （ ケ

ア ハ ウ ス ・ A 型 ・ B 型 ）  

・ 介 護 老 人 保 健 施 設  

・ 介 護 医 療 院  

・ 養 護 老 人 ホ ー ム  

459 万 円 の 範 囲 内 で 厚 生 労 働

大 臣 が 認 め た 額  

 

 ・ 認 知 症 高 齢 者 グ ル ー

プ ホ ー ム  

773 万 円 の 範 囲 内 で 厚 生 労 働

大 臣 が 認 め た 額  

 

既 存 の 特 別 養 護 老 人 ホ ー ム

の ユ ニ ッ ト 化 改 修  

  

 「 個 室 → ユ ニ ッ ト 化 」

改 修  

119 万 円 ×整 備 床 数   

「 多 床 室 → ユ ニ ッ ト

化 」 改 修  

238 万 円 ×整 備 床 数   

特 別 養 護 老 人 ホ ー ム （ 多 床

室 ） の プ ラ イ バ シ ー 保 護 の

た め の 改 修  

73.4 万 円 ×整 備 床 数   

既 存 の 下 記 の 施 設 に お け る

防 犯 対 策 強 化 等 事 業  

ア  広 域 型 施 設  

・ 特 別 養 護 老 人 ホ ー ム  

・ 介 護 老 人 保 健 施 設  

・ 養 護 老 人 ホ ー ム  

・ 軽 費 老 人 ホ ー ム  

・ 老 人 短 期 入 所 施 設 （ 併 設  

を 含 む ）  

イ  地 域 密 着 型 施 設 等  

・ 地 域 密 着 型 特 別 養 護 老 人  

ホ ー ム  

・ 認 知 症 高 齢 者 グ ル ー プ ホ  

ー ム  

厚 生 労 働 大 臣 が 認 め た 額   

   



 

・ 小 規 模 多 機 能 型 居 宅 介 護  

事 業 所  

・ 看 護 小 規 模 多 機 能 型 居 宅  

介 護 事 業 所  

ウ  有 料 老 人 ホ ー ム  

エ  宿 泊 サ ー ビ ス を 行 う 通  

所 介 護 事 業 所  

  

（ 空 き 家 を 活 用 し た 整 備 ）  

認 知 症 高 齢 者 グ ル ー プ ホ ー ム ， 小 規 模 多 機 能 型 居 宅 介 護 事

業 所 及 び 看 護 小 規 模 多 機 能 型 居 宅 介 護 事 業 所 に つ い て は ，

空 き 家 を 活 用 し て 整 備 す る 場 合 ， 上 記 第 ２ 欄 中 の 単 価 （ ※

が 付 記 さ れ て い る 金 額 ） は 全 て ８ ９ １ 万 円 と す る 。  

 

 


